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令和5年度の事業の概況

令和元年度
3,186,882
501,452
360,420
1,880
3,760
7,108

224,962
214,759
105,897
44,344
9.76
10
184

3,476,980
504,412
313,937
1,869
3,739
8,819

211,804
193,443
96,498
44,973
8.58
10
194

令和4年度
3,292,124
536,360
467,307
1,880
3,761
8,299

241,644
207,889
104,378
45,855
9.23
10
189

令和3年度
3,566,808
290,923
258,868
1,874
3,749
8,794

241,300
204,862
104,564
45,685
9.14
10
181

令和2年度
3,320,362
603,758
406,564
1,861
3,723
7,174

216,853
206,987
105,641
42,258
10.20
10
178

令和5年度

　当期の預金積金は、前期比７，７７２百万円、

３．６１％減少し、２０６，９８７百万円となりまし

た。うち、要求性預金は、前期比２，４７９万円、

２．３０％増加し、１１０，１５８百万円、定期性預

金は、前期比１０，２５１百万円、９．５７％減少

し、９６，８２９百万円となりました。

　貸出金は、前期比２５５百万円、０．２４％減

少し、１０５，６４１百万円となりました。うち、事

業性融資は、前期比１，２７８百万円、１．９６％

減少し、６３，９２６百万円となりました。また、

個人向け融資は、前期比１，１８５百万円、３．３

１％増加し、３６，９３３百万円、地方公共団体

向け融資は、前期比１６４百万円、３．３１％減

少し、４，７８１百万円となりました。貸出金の

約定平均金利は、０．０５０ポイント低下し、２．

２３８％となりました。

　これらの結果、預貸率は、１．７３ポイント上

昇し、５１．０３％となりました。

　損益については、業務収益は、前期比１０百

万円、０．３２％増加し、３，１８４百万円となり

ました。業務費用は、前期比２２百万円、０．８

２％増加し、２，６８７百万円となりました。これ

らの結果、業務純益は、１１百万円、２．３２％

減少し、４９６百万円となりました。また、経常

利益は、前期比１０２百万円、２０．４０％増加

し、６０３百万円となりました。当期純利益は、

前期比４６百万円、１２．８０％増加し、４０６百

万円となりました。

　諸利回りの資金運用利回りは、貸出金利回

り、有価証券利回りは低下したものの預け金

利回りが上昇したため、０．１２ポイント上昇

し、１．３４％となりました。預金原価率は、前期

比０．０７ポイント上昇し、１．０１％となりまし

た。これらの結果、預金貸出金利鞘は、前期比

０．１１ポイント低下し、１．３４％、総資金利鞘

は、前期比０．０１ポイント上昇し、０．３３％と

なりました。

　36



■業務粗利益

■業務純益 ■利鞘

■資金運用収支の内訳

■受取利息及び支払利息の対前年度増減

直近の2事業年度における事業の状況

資金運用収支
　　資金運用収益
　　資金調達費用
役務取引等収支
　　役務取引等収益
　　役務取引等費用
その他の業務収支
　　その他業務収益
　　その他業務費用
業務粗利益
業務粗利益率

（注）1. 業務粗利益率＝業務粗利益／資金運用勘定平均残高×100

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：％）

資金運用利回

資金調達原価率

総資金利鞘

業務純益

実質業務純益

コア業務純益

コア業務純益
（除く投資信託解約損益）

％ ％

 平均残高（百万円） 利息（千円） 利回り（％）

 資　金　運　用　勘　定
 う  ち  貸  出  金
 う  ち  預  け  金
 うち商品有価証券
 う ち 有 価 証 券
 資　金　調　達　勘　定
 う ち 預 金 積 金
 うち譲渡性預金
 う  ち  借  用  金
 うちコマーシャルペーパー

（単位：千円）

受　取　利　息
　う  ち  貸  出  金
　う  ち  預  け  金
　うち商品有価証券
　う ち 有 価 証 券
支　払　利　息
　う ち 預 金 積 金
　うち譲渡性預金
　う  ち  借  用  金
　うちコマーシャルペーパー

△ 87,275
19,485

△ 12,987
－

△ 7,173
△ 358
△ 13
－
52
－

100,499
△ 36,908
77,174

－
△ 26,367

0
0
－

△ 413
－

13,224
△ 17,423
64,187

－
△ 33,540
△ 358
△ 13
－

△ 361
－

令和5年度

△ 53,461
16,203
△ 4,232

－
6,788

△ 1,595
696
－

445
－

14,660
△ 38,355
13,864

－
△ 33,069

0
△ 1,920

－
△ 819

－

△ 38,801
△ 22,152

9,632
－

△ 26,281
△ 1,595
△ 1,224

－
△ 374

－

令和4年度

（注）残高及び利率の増減要因が重なる部分については、残高による増減要因に含める方法で算出しております。

残高による影響 利率による影響 純増減残高による影響 利率による影響 純増減

令和5年度
215,386
105,120
63,503

－
45,943
211,612
210,273

－
1,180

－

令和5年度
2,889,121
2,477,148
142,470

－
249,199
18,388
16,182

－
1,732

－

令和5年度
1.34
2.35
0.22
－

0.54
0.00
0.00
－

0.14
－

令和4年度
235,084
104,336
82,766

－
47,164
231,319
219,552

－
11,587

－

令和4年度
2,875,896
2,494,571
78,283

－
282,740
18,747
16,196

－
2,093

－

令和4年度
1.22
2.39
0.09
－

0.59
0.00
0.00
－

0.01
－

1．業務純益＝業務収益－（業務費用－金銭の信託運用見合費用）
2．実質業務純益＝業務純益＋一般貸倒引当金繰入額
3．コア業務純益＝実質業務純益－国債等債券損益

（注）

令和4年度 令和5年度
2,857,149
2,875,896
18,747

△241,810
278,165
519,976
19,697
19,724

27
2,635,036

1.12

2,870,732
2,889,121
18,388

△278,728
260,750
539,479
34,137
34,221

84
2,626,140

1.21

令和4年度 令和5年度 令和4年度 令和5年度

1.22

0.90

0.32

1.34

1.01

0.33

508,533

550,540

546,290

546,290

496,722

496,722

496,722

498,903

令和5年度の事業の概況

令和元年度
3,186,882
501,452
360,420
1,880
3,760
7,108

224,962
214,759
105,897
44,344
9.76
10
184

3,476,980
504,412
313,937
1,869
3,739
8,819

211,804
193,443
96,498
44,973
8.58
10
194

令和4年度
3,292,124
536,360
467,307
1,880
3,761
8,299

241,644
207,889
104,378
45,855
9.23
10
189

令和3年度
3,566,808
290,923
258,868
1,874
3,749
8,794

241,300
204,862
104,564
45,685
9.14
10
181

令和2年度
3,320,362
603,758
406,564
1,861
3,723
7,174

216,853
206,987
105,641
42,258
10.20
10
178

令和5年度

　当期の預金積金は、前期比７，７７２百万円、

３．６１％減少し、２０６，９８７百万円となりまし

た。うち、要求性預金は、前期比２，４７９万円、

２．３０％増加し、１１０，１５８百万円、定期性預

金は、前期比１０，２５１百万円、９．５７％減少

し、９６，８２９百万円となりました。

　貸出金は、前期比２５５百万円、０．２４％減

少し、１０５，６４１百万円となりました。うち、事

業性融資は、前期比１，２７８百万円、１．９６％

減少し、６３，９２６百万円となりました。また、

個人向け融資は、前期比１，１８５百万円、３．３

１％増加し、３６，９３３百万円、地方公共団体

向け融資は、前期比１６４百万円、３．３１％減

少し、４，７８１百万円となりました。貸出金の

約定平均金利は、０．０５０ポイント低下し、２．

２３８％となりました。

　これらの結果、預貸率は、１．７３ポイント上

昇し、５１．０３％となりました。

　損益については、業務収益は、前期比１０百

万円、０．３２％増加し、３，１８４百万円となり

ました。業務費用は、前期比２２百万円、０．８

２％増加し、２，６８７百万円となりました。これ

らの結果、業務純益は、１１百万円、２．３２％

減少し、４９６百万円となりました。また、経常

利益は、前期比１０２百万円、２０．４０％増加

し、６０３百万円となりました。当期純利益は、

前期比４６百万円、１２．８０％増加し、４０６百

万円となりました。

　諸利回りの資金運用利回りは、貸出金利回

り、有価証券利回りは低下したものの預け金

利回りが上昇したため、０．１２ポイント上昇

し、１．３４％となりました。預金原価率は、前期

比０．０７ポイント上昇し、１．０１％となりまし

た。これらの結果、預金貸出金利鞘は、前期比

０．１１ポイント低下し、１．３４％、総資金利鞘

は、前期比０．０１ポイント上昇し、０．３３％と

なりました。

37



13,085

158

106

18

5

553

24

9

58

483

26

444

10

56

10

241

174

18

102

259

2,754

10

10,321

105,641

63,369

42,272

105,641

56,780

48,861

105,641

3,075

1,040

96

308

9,275
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1,240
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4,662

63,926

4,781

36,933
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100.00

53.74

46.25

100.00

2.91
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0.09

0.29

8.77

0.47

0.23

1.10

6.48

2.29

24.26

0.77

0.64

0.28

1.87

1.17

0.34

3.07

4.41

60.51

4.52

34.96

89,597
89,596

1

109,422
99,941
100,354
92,482

1
496

210,273

210,273

令和5年度

令和4年度

0.20 

0.14 

令和5年度

0.27 

0.18 

98,671
98,670

1

令和4年度

令和5年度
107,554
97,163
111,507
102,763

1
490

219,552

219,552

令和4年度

令和5年度

13,394

157

102

14

5

549

17

8

55

519

26

433

11

67

10

259

185

19

105

257

2,798

10

10,586

105,897

63,140

42,757

105,897

56,252

49,645

105,897

3,160

923

72

368

10,335

399

243

1,278

7,201

1,692

26,241

879

781

291

2,229

1,531

357

3,437

3,777

65,204

4,945

35,748

100.00

59.62

40.37

100.00

53.11

46.88

100.00

2.98

0.87

0.06

0.34

9.75

0.37

0.22

1.20

6.80

1.59

24.77

0.83

0.73

0.27

2.10

1.44

0.33

3.24

3.56

61.57

4.66

33.75

令和4年度
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（単位：百万円、％）

（注）預金には定期積金を含んでおります。

■預貸率

貸 出 金（ 期 末 残 高 ）（ A ）
預 　 金（ 期 末 残 高 ）（ B ）

預貸率
( A ／ B )
期 中 平 均

（単位：百万円、％）

（注）預金には定期積金を含んでおります。

■預証率

有 価 証 券（ 期 末 残 高 ）（ A ）
預 　 金（ 期 末 残 高 ）（ B ）

預証率
( A ／ B )
期 中 平 均

（単位：百万円）■債務保証見返の担保別内訳

当 金 庫 預 金 積 金

有 価 証 券

動 　 　 　 　 産

不 　 動 　 産

そ 　 の 　 他

計

信 用 保 証 協 会・信 用 保 険

保 　 　 　 　 証

信 　 　 　 　 用

合 　 　 　 　 計

（単位：百万円）■貸出金科目別平均残高

手 　 形 　 貸 　 付
証 　 書 　 貸 　 付
当 　 座 　 貸 　 越
割 　 引 　 手 　 形
合 　 　 　 　 　 計

（単位：百万円）■貸出金の担保別内訳

当 金 庫 預 金 積 金
有 価 証 券
動 　 　 　 　 産
不 　 動 　 産
そ 　 の 　 他

計
信 用 保 証 協 会 ・ 信 用 保 険
保 　 　 　 　 証
信 　 　 　 　 用
合 　 　 　 　 計

105,641
206,987
51.03
49.99

42,258
206,987
20.41
21.84

令和5年度

令和5年度

－

－

－

379

－

379

－

0

107

487

3,703
96,581
4,402
432

105,120

1,323
－
－

23,260
－

24,584
30,264
18,537
32,255
105,641

令和5年度

令和5年度

令和5年度

105,897
214,759
49.30
47.52

44,344
214,759
20.64
21.48

令和4年度

令和4年度

－

－

－

434

－

434

－

0

130

565

3,699
96,721
3,426
488

104,336

1,491
－
－

24,757
－

26,248
31,831
18,426
29,390
105,897

令和4年度

令和4年度

令和4年度

13,085

158

106

18

5

553

24

9

58

483

26

444

10

56

10

241

174

18

102

259

2,754

10

10,321

105,641

63,369

42,272

105,641

56,780

48,861

105,641

3,075

1,040

96

308

9,275

500

247

1,170

6,846

2,424

25,638

816

682

305

1,977

1,240

369

3,247

4,662

63,926

4,781

36,933

100.00

59.98

40.01

100.00

53.74

46.25

100.00

2.91

0.98

0.09

0.29

8.77

0.47

0.23

1.10

6.48

2.29

24.26

0.77

0.64

0.28

1.87

1.17

0.34

3.07

4.41

60.51

4.52

34.96

89,597
89,596

1

109,422
99,941
100,354
92,482

1
496

210,273

210,273

令和5年度

令和4年度

0.20 

0.14 

令和5年度

0.27 

0.18 

98,671
98,670

1

令和4年度

令和5年度
107,554
97,163
111,507
102,763

1
490

219,552

219,552

令和4年度

令和5年度

13,394

157

102

14

5

549

17

8

55

519

26

433

11

67

10

259

185

19

105

257

2,798

10

10,586

105,897

63,140

42,757

105,897

56,252

49,645

105,897

3,160

923

72

368

10,335

399

243

1,278

7,201

1,692

26,241

879

781

291

2,229

1,531

357

3,437

3,777

65,204

4,945

35,748

100.00

59.62

40.37

100.00

53.11

46.88

100.00

2.98

0.87

0.06

0.34

9.75

0.37

0.22

1.20

6.80

1.59

24.77

0.83

0.73

0.27

2.10

1.44

0.33

3.24

3.56

61.57

4.66

33.75

令和4年度

39



　　　　　－
　　　　　－

6,163
6,163

　　　　　－
　　　　　－
15,747
15,747

　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－

3,530
3,530

　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－

191
191

　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－

107
107

　　　　　－
2,500
4,057
6,557

　　　　　－
　　　　　－

9,959
9,959

　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－

2,500
39,758
42,258

　　　　　－
　　　　　－

8,042
8,042

　　　　　－
　　　　　－
15,802
15,802

　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－

3,699
3,699

　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－

199
199

　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－

88
88

　　　　　－
3,416
2,968
6,385

　　　　　－
　　　　　－
11,724
11,724

　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－

3,416
42,527
45,943

令和5年度

　　　　　－
　　　　　－

8,761
8,761

　　　　　－
　　　　　－
15,526
15,526

　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－

3,605
3,605

　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－

190
190

　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－

95
95

　　　　　－
2,500
3,327
5,827

　　　　　－
　　　　　－
10,337
10,337

　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－

2,500
41,844
44,344

　　　　　－
　　　　　－

9,802
9,802

　　　　　－
　　　　　－
16,398
16,398

　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－

3,699
3,699

　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－

199
199

　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－

88
88

　　　　　－
2,269
2,968
5,238

　　　　　－
　　　　　－
11,737
11,737

　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－

2,269
44,894
47,164

令和4年度

令和5年度令和4年度

2,411

2,308

－

－

－

－

－

3,128

2,320

－

1,110

－

400

－

－

3,305

－

200

－

－

－

－

3,771

－

－

－

－

－

－

3,820

－

190

－

400

－

3,221

－

－

2,294

－

1,700

－

－

－

－

－

95

3,327

10,337

8,761

15,526

－

3,795

95

5,827

10,337

2,204

1,102

－

－

－

－

－

903

2,003

－

1,303

－

400

－

－

4,967

－

－

－

－

－

－

2,540

－

－

－

－

－

－

5,134

－

191

－

400

－

3,055

－

－

2,227

－

1,700

－

－

－

－

－

107

4,057

9,959

6,163

15,747

－

3,722

107

6,557

9,959

国 債

地 方 債

短 期 社 債

社 債

株 式

外 国 証 券

その他の証券
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「負債及び純資産」
科 目

「 資 産 」
科 目

貸借対照表
令和5年度
（6年3月末）

令和5年度
（6年3月末）

令和4年度
（5年3月末）

令和4年度
（5年3月末）

224,962 216,853

（　資　産　の　部　） （　負　債　の　部　）
現 金
預 け 金
有 価 証 券
 国 債
 地 方 債
 社 債
 株 式
 そ の 他 の 証 券
貸 出 金
 割 引 手 形
 手 形 貸 付
 証 書 貸 付
 当 座 貸 越
そ の 他 資 産
 未 決 済 為 替 貸
 信 金 中 金 出 資 金
 未 収 収 益
 そ の 他 の 資 産
有 形 固 定 資 産
 建 物
 土 地
 リ ー ス 資 産
 その他の有形固定資産
無 形 固 定 資 産
 ソ フ ト ウ ェ ア
 リ ー ス 資 産
 その他の無形固定資産
前 払 年 金 費 用
繰 延 税 金 資 産
債 務 保 証 見 返
貸 倒 引 当 金
 （うち個別貸倒引当金）

資 産 の 部 合 計

2,400
66,657
44,344
8,761
15,526
3,795
95

16,164
105,897

645
3,853
97,593
3,805
1,106
71
816
169
48

4,553
832

3,377
81  
261
36
19
0
16
166
177
565

△ 943
（△778）

2,146
60,755
42,258
6,163
15,747
3,722
107

16,517
105,641

465
4,422
96,153
4,600
1,419
72

1,106
178
61

4,309
813

3,199
54
241
22
9
0
13
175
119
487

△ 483
（△381）

214,759
2,944

102,605
280
947

98,671
8,409
901

1,277
1,277
510
53
75
1
70
57
7
－
94
75
75
140
4
62
32
501
565

217,854

1,880
1,880
6,361
1,608
4,753
4,023
(2,750)
730
△1

8,240
△ 2,129

997
△ 1,132
7,108

224,962

206,987
2,332

106,453
268
765

89,597
7,232
337

1,035
1,035
451
87
64
0
22
60
17
0
97
50
49
141
4
77
21
472
487

209,678

1,861
1,861
6,807
1,645
5,162
4,323
(3,050)
839
△0

8,668
△ 2,414

921
△ 1,493
7,174

216,853

預 金 積 金
 当 座 預 金
 普 通 預 金
 貯 蓄 預 金
 通 知 預 金
 定 期 預 金
 定 期 積 金
 そ の 他 の 預 金
借 用 金
 借 入 金
そ の 他 負 債
 未 決 済 為 替 借
 未 払 費 用
 給 付 補 て ん 備 金
 未 払 法 人 税 等
 前 受 収 益
 払 戻 未 済 金
 払 戻 未 済 持 分
 職 員 預 り 金
 リ ー ス 債 務
 そ の 他 の 負 債
賞 与 引 当 金
役 員 賞 与 引 当 金
役員退職慰労引当金
そ の 他 の 引 当 金
再評価に係る繰延税金負債
債 務 保 証
負 債 の 部 合 計
（ 純 資 産 の 部 ）
出 資 金
 普 通 出 資 金
利 益 剰 余 金
 利 益 準 備 金
 その他利益剰余金
  特 別 積 立 金
  （特別変動積立金）
  当期未処分剰余金
処 分 未 済 持 分
会 員 勘 定 合 計
その他有価証券評価差額金
土 地 再 評 価 差 額 金
評価・換算差額等合計
純 資 産 の 部 合 計
負債及び純資産の部合計

　　　　　－
　　　　　－

6,163
6,163

　　　　　－
　　　　　－
15,747
15,747

　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－

3,530
3,530

　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－

191
191

　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－

107
107

　　　　　－
2,500
4,057
6,557

　　　　　－
　　　　　－

9,959
9,959

　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－

2,500
39,758
42,258

　　　　　－
　　　　　－

8,042
8,042

　　　　　－
　　　　　－
15,802
15,802

　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－

3,699
3,699

　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－

199
199

　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－

88
88

　　　　　－
3,416
2,968
6,385

　　　　　－
　　　　　－
11,724
11,724

　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－

3,416
42,527
45,943

令和5年度

　　　　　－
　　　　　－

8,761
8,761

　　　　　－
　　　　　－
15,526
15,526

　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－

3,605
3,605

　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－

190
190

　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－

95
95

　　　　　－
2,500
3,327
5,827

　　　　　－
　　　　　－
10,337
10,337

　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－

2,500
41,844
44,344

　　　　　－
　　　　　－

9,802
9,802

　　　　　－
　　　　　－
16,398
16,398

　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－

3,699
3,699

　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－

199
199

　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－

88
88

　　　　　－
2,269
2,968
5,238

　　　　　－
　　　　　－
11,737
11,737

　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－
　　　　　－

2,269
44,894
47,164

令和4年度

令和5年度令和4年度

2,411

2,308

－

－

－

－

－

3,128

2,320

－

1,110

－

400

－

－

3,305

－

200

－

－

－

－

3,771

－

－

－

－

－

－

3,820

－

190

－

400

－

3,221

－

－

2,294

－

1,700

－

－

－

－

－

95

3,327

10,337

8,761

15,526

－

3,795

95

5,827

10,337

2,204

1,102

－

－

－

－

－

903

2,003

－

1,303

－

400

－

－

4,967

－

－

－

－

－

－

2,540

－

－

－

－

－

－

5,134

－

191

－

400

－

3,055

－

－

2,227

－

1,700

－

－

－

－

－

107

4,057

9,959

6,163

15,747

－

3,722

107

6,557

9,959

国 債

地 方 債

短 期 社 債

社 債

株 式

外 国 証 券

その他の証券
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（注）
１．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法によ

る償却原価法（定額法）、その他有価証券については時価法（売却原価
は移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等については移
動平均法による原価法により行っております。

　　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法に
より処理しております。

３．有形固定資産の減価償却（リース資産を除く）は定額法を採用して
おります。また、主な耐用年数は次のとおりであります。

　　　　建　物　　３年～５０年
　　　　その他　　２年～４５年
４．無形固定資産の減価償却（リース資産を除く）は、定額法により償

却しております。
　　なお、自金庫利用のソフトウェアについては、金庫内における利用

可能期間（５年）に基づいて償却しております。
５．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中

のリース資産の減価償却は、リース期間を耐用年数とした定額法によ
り償却しております。

　　なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあ
るものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としています。

６．貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり
計上しております。

　　破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以
下、「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務
者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のな
お書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能
見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上して
おります。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥
る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」という。）
に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証
による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力
を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。上記以外の債
権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実
績率等に基づき計上しております。

　　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資
産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監
査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。

　　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等について
は、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる
額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額してお
り、その金額は１，９２８百万円であります。

７．賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する
賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

８．役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対
する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上してお
ります。

９．退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末に
おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上し
ております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
当事業年度までの期間に帰属させる方法については期間定額基準に
よっております。なお、数理計算上の差異の費用処理方法は以下のと
おりであります。

　　数理計算上の差異　　各発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一
　　　　　　　　　　　　定の年数（１０年）による定額法により按分
　　　　　　　　　　　　した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用
　　　　　　　　　　　　処理（又は損益処理）
　　また、当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業

年金制度（総合設立型厚生年金基金）に加入しており、当金庫の拠出
に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当
該年金制度への拠出額を退職給付費用として処理しております。

　　なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出
等に占める当金庫の割合並びにこれらに関する補足説明は次のとおり
であります。

　①制度全体の積立状況に関する事項（令和５年３月３１日現在）
　　　年金資産の額　　　　　　　　　　　１，６８０，９３７百万円
　　　年金財政計算上の給付債務の額　　　１，７７０，１９２百万円
　　　差引額　　　　　　　　　　　　　　　　△８９，２５５百万円
　②制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合
　　　［令和５年３月分］　　　　０．１７３６％

③補足説明
　　上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残

高１４７，９６９百万円であります。本制度における過去勤務債務

の償却方法は期間１９年０カ月の元利均等定率償却であり、当金庫は、
当期の財務諸表上、特別掛金９百万円を費用処理しております。

　　なお、特別掛金の額は、予め定められた掛金率を掛金拠出時の標準
給与の額に乗じることで算出されるため、上記②の割合は当金庫の実
際の負担割合とは一致しません。

10．役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、
役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発
生していると認められる額を計上しております。

11．その他の引当金に含まれる睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を
中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の
払戻請求に応じて発生する損失を見積り、必要と認める額を計上して
おります。

12．その他の引当金に含まれる偶発損失引当金は、信用保証協会への負
担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しており
ます。

13．役務取引等収益は、役務提供の対価として収受する収益であり、内
訳として「受入為替手数料」「その他の受入手数料」「その他の役務取
引等収益」があります。このうち、受入為替手数料は、為替業務から
収受する受入手数料であり、送金、代金取立等の内国為替業務に基づ
くものがあります。

　　為替業務及びその他の役務取引等にかかる履行義務は、通常、対価
の受領と同時期に充足されるため、原則として、一時点で収益を認識
しております。

14．消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は「その他の資産」
に計上し、５年間で均等償却を行っております。

15．会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上し
た項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可
能性があるものは、次のとおりです。

　　　　貸倒引当金　　　４８３百万円
　　貸倒引当金の算出方法は、重要な会計方針として 6. に記載しており

ます。
　　主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通

し」であります。「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通
し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しております。

　　なお、個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定
が変化した場合は、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金に
重要な影響を及ぼす可能性があります。

16．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総
額１０４百万円

17．有形固定資産の減価償却累計額３，０９２百万円
18．信用金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基

づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の貸出
金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘
定に計上されるものであります。

　　　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権額　　　４６０百万円
　　　　危険債権額　　　　　　　　　　　　　　　　７９９百万円
　　　　三月以上延滞債権額　　　　　　　　　　　　　１５百万円
　　　　貸出条件緩和債権額　　　　　　　　　　　　　１１百万円
　　　　合計額　　　　　　　　　　　　　　　　　１，２８７百万円
　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手

続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている
債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。

　　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政
状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息
の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準
ずる債権に該当しないものであります。

　　三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日か
ら三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債
権並びに危険債権に該当しないものであります。

　　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目
的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄
その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及
びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しな
いものであります。

　　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
19．ローン・パーティシペーションで、日本公認会計士協会 会計制度委

員会報告第３号「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」
（平成２６年１１月２８日）に基づいて、参加者に売却したものとし
て会計処理した貸出金の元本の事業年度末残高の総額は、２６３百万
円であります。

20．手形割引は、業種別委員会実務指針第 24 号に基づき金融取引と
して処理しております。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手
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形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保という
方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は
４６５百万円であります。

21．担保に供している資産は次のとおりであります。
　　　　担保に供している資産
　　　　　有価証券　　　　　　３００百万円
　　　　　定期預け金　　　　３，０００百万円
　　　　担保資産に対応する債務
　　　　　預金　　　　　　　　　７３百万円
　　　　　借用金　　　　　　１，０３５百万円
　　上記のほか、為替決済等の取引の担保として、定期預け金５，

０００百万円を差し入れております。また、熊本県、熊本市等の収納
代理等の取引の担保として、定期預け金２百万円を差し入れております。

22．土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４
号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、
当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」とし
て負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」と
して純資産の部に計上しております。

　　　　再評価を行った年月日　平成１０年３月３１日
　　　　同法律第３条第３項に定める再評価の方法
　　土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公布政令

第１１９号）第２条第３号に定める固定資産税評価額及び第４号に定
める路線価に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出し
ております。

　　同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末
における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計
額との差額　１，４８２百万円

23．出資１口当たりの純資産額　１，９２８円００銭
24．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
　　当金庫は、預金業務、融資業務および市場運用業務などの金融業務

を行っております。
　　このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び

負債の総合的管理（ALM）をしております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク　
　　当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対す

る貸出金です。
　　また、有価証券は主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的、

純投資目的及び事業推進目的で保有しております。
　　これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市

場価格の変動リスクに晒されております。
　　一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスク

に晒されております。
　　また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒されてお

ります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
　①信用リスクの管理
　　当金庫は、信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について、

個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保の
設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営して
おります。

　　これらの与信管理は、各営業店のほか融資部により行われ、また、
定期的に経営陣によるリスク管理会議や理事会を開催し、審議・報告
を行っております。

　　さらに、与信管理の状況については、監査部がチェックしております。
　　有価証券の発行体の信用リスクに関しては、経営企画部において、

信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しております。
　②市場リスクの管理
（ⅰ）金利リスクの管理
　　当金庫は、ALM によって金利の変動リスクを管理しております。
　　ALM に関する規程及び要領において、リスク管理方法や手続等の詳

細を明記しており、ALM 委員会において決定された ALM に関する方
針に基づき、理事会において実施状況の把握・確認、今後の対応等の
協議を行っています。

　　日常的には経営企画部において金融資産及び負債の金利や期間を総
合的に把握し、ギャップ分析や金利感応度分析等によりモニタリング
を行い、月次ベースで理事会に報告しております。

（ⅱ）為替リスクの管理
　　当金庫は、為替の変動リスクに関して、個別の案件ごとに管理して

おります。
（ⅲ）価格変動リスクの管理
　　有価証券を含む市場運用商品の保有については、ALM 委員会の方針

に基づき、理事会の監督の下、余資運用基準に従い行われております。

　　このうち、経営企画部では市場運用商品の購入を行っており、事前
審査、投資限度額の設定のほか、継続的なモニタリングを通じて、価
格変動リスクの軽減を図っております。

　　これらの情報は経営企画部を通じ、理事会及び ALM 委員会におい
て定期的に報告されております。

（ⅳ）市場リスクに係る定量的情報
　　当金庫において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受け

る主たる金融商品は、「預け金」、「有価証券」のうち債券、「貸出金」、
「預金積金」、「借用金」であります。

　　当金庫では、これらの金融商品及び金融負債について、「「信用金庫
法施行規則第１３２条第１項第５号ニ等の規定に基づき、自己資本の
充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」（平成２６年金融
庁告示第８号）において通貨ごとに規定された金利ショック」を用い
た経済価値の変動額を市場リスク量とし、金利の変動リスクの管理に
あたっての定量的分析に利用しております。

　　当該変動額の算定にあたっては、対象の金融資産及び金融負債を固
定金利群と変動金利群に分けて、それぞれ金利期日に応じて適切な期
間に残高を分解し、期間ごとの金利変動幅を用いております。

　　なお、金利以外の全てのリスク変数が一定であると仮定し、当事業
年度末現在、指標となる金利が１．００％上昇したものと想定した場合
の経済価値は、４，５８５百万円減少するものと把握しております。

　　当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としてお
り、金利とその他のリスク変数との相関を考慮しておりません。

　　また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、
算定額を超える影響が生じる可能性があります。

　③資金調達に係る流動性リスクの管理
　　当金庫は、ALM を通じて適時に資金管理を行うほか、資金調達手段

の多様化、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによっ
て、流動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している

ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
ます。

　　なお、金融商品のうち貸出金、借用金については、簡便な計算によ
り算出した時価に代わる金額を開示しております。

25．金融商品の時価等に関する事項
　　令和６年３月３１日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの

差額は、次のとおりであります（時価等の評価技法（算定方法）につ
いては（注１）参照）。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、
次表には含めておりません（（注２）参照）。

　　また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。
（単位：百万円）

貸借対照表計上額 時　価 差　額
預け金 60,755 60,752 △ 2
有価証券 42,214 41,908 △ 306
　満期保有目的の債券 2,500 2,193 △ 306

　その他有価証券 39,714 39,714 −
貸出金（*1） 105,641
　貸倒引当金（*2） △ 473

105,258 105,258 89
金 融 資 産 計 208,139 207,919 △ 219

預金積金 206,987 207,004 16
借用金（*1） 1,035 1,023 △ 11
金 融 負 債 計 208,022 208,027 5

　　（*1） 貸出金、借用金の「時価」には「簡便な計算により算出した時
価に代わる金額」が含まれております。

　　（*2） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除し
ております。

　（注１）金融商品の時価等の評価技法（算定方法）
金融資産
（１）預け金
　　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していること

から、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金につい
ては、残存期間に基づく区分ごとに、新規に預け金を行った場合に想
定される適用金利で割り引いた現在価値を算定しております。

（２）有価証券
　　株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提

示された価格によっております。投資信託は、公表されている基準価
格によっております。

　　なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については 26．
に記載しております。
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（３）貸出金
　　貸出金は、以下の①～③の方法により算出し、その算出結果を時価

に代わる金額として記載しております。
　　①破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来キャッ

シュ・フローの見積りが困難な債権については、貸借対照表中の貸出
金勘定に計上している額（貸倒引当金控除前の額。以下「貸出金計上
額」という。）の合計額から貸出金に対応する個別貸倒引当金を控除し
た価額

　　②①以外のうち、変動金利によるものは貸出金計上額
　　③①以外のうち、固定金利によるものは貸出金の種類及び期間に基

づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想
定される利率で割り引いた価額

金融負債
（１）預金積金
　　要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価

額）を時価とみなしております。また、定期性預金の時価は、一定期
間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値
を算定し、その算出結果を時価に代わる金額として記載しております。
その割　引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いて
おります。

（２）借用金
　　借用金のうち、固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した

当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で
割り引いて現在価値を算定し、その算定結果を時価に代わる金額とし
て記載しております。

（注２）市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額は次
のとおりであり、金融商品の時価情報には含まれておりません。

（単位：百万円）
区　　分 貸借対照表計上額

　　非上場株式 36　
　　信金中央金庫出資金 1,106　
　　組合出資金 6　
　　　　　合　　　　　　計 1,150　

　　非上場株式及び信金中央金庫出資金については、企業会計基準適用
指針第 19 号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（令和２年
３月 31 日）第 5 項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

　　組合出資金については、企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算
定に関する会計基準の適用指針」第 31 号（令和 3 年 6 月 17 日）第
24-16 項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額（期
間の定めの無いもの等については除いております。）

（単位：百万円）
１年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超

（1）預け金 18,002 18,500 13,000 −
（2）貸出金 18,451 35,102 23,691 22,909
（3）有価証券 3,307 9,576 8,266 6,983
　満期保有目的 − 400 400 1,700
　その他有価証券 3,307 9,176 7,866 5,283

合　　計　 39,760 63,178 44,957 29,892
（注４）借用金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額（期間

の定めの無いもの等については除いております。）
（単位：百万円）

１年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（1）預金積金 80,160 15,796 3 50
（2）借用金 − 60 975 −

合　　計　 80,160 15,856 978 50
26．有価証券の時価、評価差額等に関する事項は次のとおりであります。

これらには、「国債」、「地方債」、「社債」、「株式」、「その他の証券」が
含まれております。

満期保有目的の債券
時価が貸借対照表計上額を超えるもの （単位：百万円）

貸借対照表計上額 時　価 差　額
国債 − − −
地方債 − − −
社債 − − −
その他 200 200 0

合　　計　　 200 200 0
時価が貸借対照表計上額を超えないもの （単位：百万円）

貸借対照表計上額 時　価 差　額
国債 − − −
地方債 − − −
社債 − − −
その他 2,300 1,992 △ 307

合　　計　　 2,300 1,992 △ 307

その他有価証券
　貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの （単位：百万円）

貸借対照表計上額 取得原価 差　額
株式 70 52 18
債券 8,028 8,000 28
　国債 3,108 3,100 7
　地方債 3,916 3,900 16
　社債 1,003 1,000 3
その他 2,101 1,840 260

合　　計　　 10,201 9,893 307
　貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの （単位：百万円）

貸借対照表計上額 取得原価 差　額
株式 − − −
債券 17,604 18,416 △ 811
　国債 3,055 3,516 △ 460
　地方債 11,830 12,000 △ 169
　社債 2,718 2,900 △ 181
その他 11,909 13,820 △ 1,910

合　　計　　 29,513 32,236 △ 2,722
27．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧

客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件
について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けること
を約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、
２６，４１６百万円であります。このうち契約残存期間が 1 年以内のも
のが９，２７０百万円あります。

　　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであ
るため、融資未実行残高そのものが必ずしも当金庫の将来のキャッシュ
･ フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、
金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当
金庫が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をする
ことができる旨の条項が付けられております。また、契約時において
必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定
期的に予め定めている金庫内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必
要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

28．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それ
ぞれ以下のとおりであります。

　　繰延税金資産
　　　貸倒引当金損金算入限度額超過額 151 百万円　
　　　賞与引当金損金算入限度額超過額 39 百万円　
　　　減価償却損金算入限度額超過額 54 百万円　
　　　その他有価証券評価差額金 667 百万円　
　　　減損損失 11 百万円　
　　　その他 79 百万円　
　　繰延税金資産小計 1,004 百万円　
　　評価性引当額 △ 836 百万円　
　　繰延税金資産合計 167 百万円　

　　繰延税金負債
　　　前払年金費用 48 百万円　
　　繰延税金負債合計 48 百万円　
　　繰延税金資産の純額 119 百万円　
29．企業会計基準第 29 号「収益認識に関する会計基準」（令和２年３

月 31 日）に基づく契約資産等の金額は、他の資産等と区分表示して
おりません。当事業年度末の契約資産、顧客との契約から生じた債権
及び契約負債の金額は、それぞれ以下のとおりであります。

　　　契約資産 −百万円
　　　顧客との契約から生じた債権 ３百万円
　　　契約負債 −百万円
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■損益計算書

■剰余金処分計算書

科　　目 科　　目

（単位：千円）

令和5年度（5.4.1～6.3.31）科　　　目

経 常 収 益

資 金 運 用 収 益

貸 出 金 利 息

預 け 金 利 息

有価証券利息配当金

そ の 他 の 受 入 利 息

役 務 取 引 等 収 益

受 入 為 替 手 数 料

そ の 他 の 役 務 収 益

そ の 他 業 務 収 益

国 債 等 債 券 売 却 益

そ の 他 の 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

貸 倒 引 当 金 戻 入 益

償 却 債 権 取 立 益

株 式 等 売 却 益

そ の 他 の 経 常 収 益

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

預 金 利 息

給付補てん備金繰入額

借 用 金 利 息

そ の 他 の 支 払 利 息

役 務 取 引 等 費 用

支 払 為 替 手 数 料

そ の 他 の 役 務 費 用

そ の 他 業 務 費 用

そ の 他 の 業 務 費 用

経 費

人 件 費

物 件 費

税 金

そ の 他 経 常 費 用

貸 倒 引 当 金 繰 入 額

貸 出 金 償 却

そ の 他 の 経 常 費 用

経 常 利 益

特 別 利 益

固 定 資 産 処 分 益

そ の 他 の 特 別 利 益

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損

減 損 損 失

そ の 他 の 特 別 損 失

税 引 前 当 期 純 利 益

法人税、住民税及び事業税

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 等 合 計

当 期 純 利 益

繰 越 金 （ 当 期 首 残 高 ）

特 別 変 動 積 立 金 取 崩 額

土地再評価差額金取崩額

当 期 未 処 分 剰 余 金

（単位：千円）

当 期 未 処 分 剰 余 金

剰 余 金 処 分 額

利 益 準 備 金

（ 普 通 ）出 資 に 対 す る 配 当 金

特 別 積 立 金

（ う ち 特 別 変 動 積 立 金 ）

次 期 繰 越 金

令和4年度（4.4.1～5.3.31）

730,589

394,401

37,000

（年2%）　37,401

320,000

320,000

336,187

令和5年度
（5.4.1～6.3.31）

令和5年度
（5.4.1～6.3.31）

3,320,362

2,889,121

2,477,148

142,470

249,199

20,302

260,750

70,381

190,369

34,221

－

34,221

136,268

121,800

2,381

－

12,086

2,716,603

18,388

15,941

241

1,732

473

539,479

43,029

496,450

84

84

2,146,611

1,283,301

768,693

94,616

12,039

－

－

12,039

603,758

17,357

17,357

－

142,732

7,716

135,015

－

478,383

42,730

29,088

71,818

406,564

336,187

20,000

76,590

839,343

令和4年度
（4.4.1～5.3.31）

令和4年度
（4.4.1～5.3.31）

3,186,882

2,875,896

2,494,571

78,283

282,740

20,301

278,165

72,035

206,129

19,724

4,250

15,474

13,095

－

2,799

365

9,930

2,685,430

18,747

15,822

374

2,093

456

519,976

43,778

476,197

27

27

2,101,474

1,262,459

750,624

88,390

45,205

23,307

5,863

16,035

501,452

23,509

17

23,491

62,133

1,380

57,555

3,197

462,828

97,320

5,086

102,407

360,420

328,532

－

41,635

730,589

（注）
 １．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
 ２．出資１口当たり当期純利益金額１０８円９５銭
 ３．当期において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

　　　　　　当金庫は、管理会計上の最小区分である営業店単位（預金特化型、店長兼任店舗は母店と合算）でグルーピングを行っております。また、本部等に
ついては独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。

　　　　　　当期に移転を決議した店舗、及び売却を決議したものの時価が帳簿価額に満たない遊休資産の一部につき、当該資産グループに係る資産の帳簿価額
を回収可能価額まで減額し、当期減少額１３５，０１５千円を減損損失として特別損失に計上しております。

　　　　　　なお、回収可能価額は正味売却価額（不動産鑑定士による鑑定評価額）によっております。
 ４．企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」（令和２年３月31日）に基づく顧客との契約から生じる収益の金額は、他の収益と区分表示して

おりません。当事業年度における顧客との契約から生じる収益は、２６０，７５０千円であります。
 ５．収益を理解するための基礎となる情報は、貸借対照表の注記において、重要な会計方針とあわせて注記しております。

839,343

528,001

41,000

（年2%）　37,001

450,000

450,000

311,342

用途 種類 減損損失（千円）地域
営業店（清水支店）
遊休（庫宅跡地）

土地
土地建物等

55,374
79,641

熊本市
熊本市
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　令和6年6月27日開催の第80期総代会で報告を行った貸借対照表、損益計算書及び承認を得た剰余金処分計
算書は、信用金庫法第38条の2第3項の規定に基づき、福岡監査法人の監査を受けております。

　令和5年度における貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書（以下、「財務諸表」という。）の適
正性、及び財務諸表作成に係る内部監査の有効性を確認しております。

会計監査人による監査

報酬体系について

財務諸表の適正性、及び財務諸表作成に係る内部監査の有効性の確認

令和6年6月27日
熊本中央信用金庫
理 事 長 岡 本 浩 幸

（単位：百万円）

１．対象役員
　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象役員」は、常勤理事及び常勤監事をいいます。対象役員に対する報酬等は、
職務執行の対価として支払う「基本報酬」及び「賞与」、在任期間中の職務執行及び特別功労の対価として退任時に支払う「退
職慰労金」で構成されております。

（１）報酬体系の概要
【基本報酬及び賞与】
　非常勤を含む全役員の基本報酬及び賞与につきましては、総代会において、理事全員及び監事全員それぞれの支払総額の最
高限度額を決定しております。
　そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位や在任年数等を、各理事の賞与額については前年度の業績等をそれぞ
れ勘案し、当金庫の理事会において決定しております。また、各監事の基本報酬額及び賞与額につきましては、監事の協議に
より決定しております。
【退職慰労金】
　退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当金を計上し、退任時に総代会で承認を得た後、支払っております。なお、
当金庫では、全役員に適用される退職慰労金の支払いに関して、主として次の事項を規程で定めております。
　ａ．決定方法　ｂ．支払手段　ｃ．決定時期と支払時期
（２）令和5年度における対象役員に対する報酬等の支払総額

（注） １．対象役員に該当する理事は6名、監事は1名です。
 ２．上記の内訳は、「基本報酬」82百万円、「賞与」15百万円となっております。

なお、「賞与」は当年度中に支払った賞与のうち当年度に帰属する部分の金額（過年度に繰り入れた引当金分を
除く）と当年度に繰り入れた役員賞与引当金の合計額です。

 ３．使用人兼務役員の使用人としての報酬等を含めております。
（３）その他
　「信用金庫法施行規則第 132 条第１項第６号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、信用金庫等の業務の運営又
は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件」（平成 24 年３月 29 日付金融庁告示
第22号）第2条第１項第３号及び第6号に該当する事項はありませんでした。

２．対象職員等
　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当金庫の非常勤役員、当金庫の職員であって、対象役員が受
ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者のうち、当金庫の業務及び財産の状況に重要な影響を与える者をいいます。
　なお、令和5年度において、対象職員等に該当する者はいませんでした。

（注） １．対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めております。
 ２．「同等額」は 、令和5年度に対象役員に支払った報酬等の平均額としております。
 ３．令和5年度において対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者はいませんでした。 

区　　分 支払総額

対象役員に対する報酬等 98
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（単位：百万円）

債権の区分

貸出金償却の額

934

981

30

12

18

1,947

1,715

754

5

955

88.10%

76.66%

104,599

106,546

460

799

27

15

11

1,287

1,103

372

4

727

85.68%

67.12%

104,930

106,218

令和4年度 令和5年度

（注）１．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由によ
り経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。

　　２．「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債
権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」に該当
しない債権です。

　　３．「要管理債権」とは、信用金庫法上の「三月以上延滞債権」に該当する貸出金と「貸出条件緩和債権」に該当する貸
出金の合計額です。

　　４．「三月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で、「破産更
生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」に該当しない貸出金です。

　　５．「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返
済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債
権」、「危険債権」及び「三月以上延滞債権」に該当しない貸出金です。

　　６．「個別貸倒引当金」（Ｃ）は、貸借対照表上の個別貸倒引当金の額のうち、「破産更生債権及びこれらに準ずる債
権」及び「危険債権」の債権額に対して個別に引当計上した額の合計額です。

　　７．「一般貸倒引当金」（Ｄ）には、貸借対照表上の一般貸倒引当金の額のうち、要管理債権の債権額に対して引当てた
額を記載しております。

　　８．「担保・保証等」（Ｅ）は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認めら
れる額の合計額です。

　　９．「正常債権」（Ｆ）とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、「破産更生債権及びこれら
に準ずる債権」、「危険債権」及び「要管理債権」以外の債権です。

　　10．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「正常債権」が対象となる債権は、貸借対照表の「有
価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の
発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」
中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行
っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）です。

破産更生債権及びこれらに準ずる債権

危険債権

要管理債権

 3ヶ月以上延滞債権

 貸出条件緩和債権

　小　　計（A）

保全額（B）

 個別貸倒引当金（C）

 一般貸倒引当金（注）（D）

 担保・保証等（E）

保全率（B）／（A）（％）

引当率（（C）+（D））／（（A）－（E））（％）

正常債権（F）

総与信残高（A）+（F）

（単位：千円）■貸出金償却

5,863 －

令和4年度 令和5年度

貸出金償却

信用金庫法開示債権及び金融再生法開示債権の保全・引当状況
　令和6年6月27日開催の第80期総代会で報告を行った貸借対照表、損益計算書及び承認を得た剰余金処分計
算書は、信用金庫法第38条の2第3項の規定に基づき、福岡監査法人の監査を受けております。

　令和5年度における貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書（以下、「財務諸表」という。）の適
正性、及び財務諸表作成に係る内部監査の有効性を確認しております。

会計監査人による監査

報酬体系について

財務諸表の適正性、及び財務諸表作成に係る内部監査の有効性の確認

令和6年6月27日
熊本中央信用金庫
理 事 長 岡 本 浩 幸

（単位：百万円）

１．対象役員
　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象役員」は、常勤理事及び常勤監事をいいます。対象役員に対する報酬等は、
職務執行の対価として支払う「基本報酬」及び「賞与」、在任期間中の職務執行及び特別功労の対価として退任時に支払う「退
職慰労金」で構成されております。

（１）報酬体系の概要
【基本報酬及び賞与】
　非常勤を含む全役員の基本報酬及び賞与につきましては、総代会において、理事全員及び監事全員それぞれの支払総額の最
高限度額を決定しております。
　そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位や在任年数等を、各理事の賞与額については前年度の業績等をそれぞ
れ勘案し、当金庫の理事会において決定しております。また、各監事の基本報酬額及び賞与額につきましては、監事の協議に
より決定しております。
【退職慰労金】
　退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当金を計上し、退任時に総代会で承認を得た後、支払っております。なお、
当金庫では、全役員に適用される退職慰労金の支払いに関して、主として次の事項を規程で定めております。
　ａ．決定方法　ｂ．支払手段　ｃ．決定時期と支払時期
（２）令和5年度における対象役員に対する報酬等の支払総額

（注） １．対象役員に該当する理事は6名、監事は1名です。
 ２．上記の内訳は、「基本報酬」82百万円、「賞与」15百万円となっております。

なお、「賞与」は当年度中に支払った賞与のうち当年度に帰属する部分の金額（過年度に繰り入れた引当金分を
除く）と当年度に繰り入れた役員賞与引当金の合計額です。

 ３．使用人兼務役員の使用人としての報酬等を含めております。
（３）その他
　「信用金庫法施行規則第 132 条第１項第６号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、信用金庫等の業務の運営又
は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件」（平成 24 年３月 29 日付金融庁告示
第22号）第2条第１項第３号及び第6号に該当する事項はありませんでした。

２．対象職員等
　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当金庫の非常勤役員、当金庫の職員であって、対象役員が受
ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者のうち、当金庫の業務及び財産の状況に重要な影響を与える者をいいます。
　なお、令和5年度において、対象職員等に該当する者はいませんでした。

（注） １．対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めております。
 ２．「同等額」は 、令和5年度に対象役員に支払った報酬等の平均額としております。
 ３．令和5年度において対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者はいませんでした。 

区　　分 支払総額

対象役員に対する報酬等 98
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市場価格のない株式等及び組合出資金

（注） 1．時価は、期末日における市場価格等に基づいております。
 2．上記の「その他」は、外国証券及び投資信託等です。
 3．市場価格のない株式等及び組合出資金は本表には含めておりません。

令和5年度

 52 70 18 18 0

 26,416 25,633 △ 782 28 811

 6,616 6,163 △ 452 7 460

 15,900 15,747 △ 152 16 169

 3,900 3,722 △ 177 3 181

 15,660 14,010 △1,650 260 1,910

 42,129 39,714 △2,414 307 2,722

令和4年度

 52 58 6 6 0

 28,517 28,084 △ 433 88 521

 9,017 8,761 △ 256 39 295

 15,599 15,526 △ 73 38 111

 3,900 3,795 △ 104 11 115

 15,361 13,659 △1,701 168 1,869

 43,930 41,802 △2,128 263 2,391

 － － － － －
 － － － － －
 － － － － －
 2,500 2,193 △ 306 0 307
 2,500 2,193 △ 306 0 307

令和5年度

 － － － － －
 － － － － －
 － － － － －
 2,500 2,157 △ 342 － 342
 2,500 2,157 △ 342 － 342

令和4年度

令和4年度

貸借対照表計上額 貸借対照表計上額

令和5年度

－

－

36

5

41

－

－

36

6

43

子会社・子法人等株式

関連法人等株式

非上場株式

組合出資金

合　　　　　　　　　計
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単体における事業年度の開示事項

《自己資本調達手段の概要》

■自己資本の構成に関する事項

（注）自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第 89 条第１項において準用する銀行法第 14 条の２の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有
する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成 18 年金融庁告示第 21 号）」に基づき算出しております。

　　 なお、当金庫は国内基準を採用しております。

当金庫の自己資本は、出資金及び利益剰余金等により構成されております。なお、当金庫の自己資本調達手段は普通出資（発行主体：当金
庫）のみであり、コア資本に係る基礎項目の額に算入された額は、1,880 百万円となります。

（単位：百万円）

コア資本に係る基礎項目（１）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額
　うち、出資金及び資本剰余金の額
　うち、利益剰余金の額
　うち、外部流出予定額（△）
　うち、上記以外に該当するものの額
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額
　うち、一般貸倒引当金コア資本算入額
　うち、適格引当金コア資本算入額
適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の 45 パーセントに
相当する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
コア資本に係る基礎項目の額  ( イ )
コア資本に係る調整項目　　(２)
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額
　うち、のれんに係るものの額
　うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額
繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
適格引当金不足額
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額
前払年金費用の額
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額
信用金庫連合会の対象普通出資等の額
特定項目に係る 10 パーセント基準超過額
　うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
　うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
　うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額
特定項目に係る 15 パーセント基準超過額
　うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
　うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
　うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額
コア資本に係る調整項目の額 ( ロ )
自己資本
自己資本の額 (( イ )－( ロ )) ( ハ )
リスク・アセット等　　(３)
信用リスク・アセットの額の合計額
　うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額
　　　うち、他の金融機関等向けエクスポージャー
　　　うち、上記以外に該当するものの額
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８パーセントで除して得た額
信用リスク・アセット調整額
オペレーショナル・リスク相当額調整額
リスク・アセット等の額の合計額  ( ニ )
自己資本比率
自己資本比率 (( ハ ) ／ ( ニ ))

令和4年度 令和5年度

【リスク・アセット】　リスクを有する資産（貸出金や有価証券など）を、リスクの大きさに応じて掛け目を乗じ、再評価した資産金額です。《用語解説》

8,203
1,880
6,361
37
△1
164
164
－

8,434

36
－
36
－
－
－
－

120
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

157

8,277

79,699
1,499

－
1,499
5,110

－
－

84,810

9.76%

67

8,631
1,861
6,807
37
△0
102
102
－

8,733

22
－
22
8
－
－
－

127
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

158

8,575

78,947

－

5,047
－
－

83,995

10.20%

－ －

－

市場価格のない株式等及び組合出資金

（注） 1．時価は、期末日における市場価格等に基づいております。
 2．上記の「その他」は、外国証券及び投資信託等です。
 3．市場価格のない株式等及び組合出資金は本表には含めておりません。

令和5年度

 52 70 18 18 0

 26,416 25,633 △ 782 28 811

 6,616 6,163 △ 452 7 460

 15,900 15,747 △ 152 16 169

 3,900 3,722 △ 177 3 181

 15,660 14,010 △1,650 260 1,910

 42,129 39,714 △2,414 307 2,722

令和4年度

 52 58 6 6 0

 28,517 28,084 △ 433 88 521

 9,017 8,761 △ 256 39 295

 15,599 15,526 △ 73 38 111

 3,900 3,795 △ 104 11 115

 15,361 13,659 △1,701 168 1,869

 43,930 41,802 △2,128 263 2,391

 － － － － －
 － － － － －
 － － － － －
 2,500 2,193 △ 306 0 307
 2,500 2,193 △ 306 0 307

令和5年度

 － － － － －
 － － － － －
 － － － － －
 2,500 2,157 △ 342 － 342
 2,500 2,157 △ 342 － 342

令和4年度

令和4年度

貸借対照表計上額 貸借対照表計上額

令和5年度

－

－

36

5

41

－

－

36

6

43

子会社・子法人等株式

関連法人等株式

非上場株式

組合出資金

合　　　　　　　　　計
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エクスポージャー区分

業種区分
期間区分

信用リスクエクスポージャー期末残高
貸出金、コミットメント及び
その他のデリバティブ以外の
オ フ・バ ラ ン ス 取 引

債　　　券

三月以上延滞
エクスポージャー

5年度 5年度 5年度 5年度

（単位：百万円）■信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高＜地域別、業種別及び残存期間別＞
信用リスクに関する事項（証券化エクスポージャーを除く）

国内
国外

地域別合計
製 造 業
農 業 、 林 業
漁 業
鉱 業 、 採 石 業 、 砂 利 採 取 業
建 設 業
電気・ｶ ﾞ ｽ・熱供給・水道業
情 報 通 信 業
運 輸 業 、 郵 便 業
卸 売 業 、 小 売 業
金 融 ・ 保 険 業
不 動 産 業
物 品 賃 貸 業
学術研究、専門・技術サービス業
宿 泊 業
飲 食 業
生 活 関 連 サ ー ビ ス 、 娯 楽 業
教 育 、 学 習 支 援 業
医 療 、 福 祉
そ の 他 の サ ー ビ ス
国 ・ 地 方 公 共 団 体 等
個 人
そ の 他
業 種 別 合 計
１ 年 以 下
１ 年 超 ３ 年 以 下
３ 年 超 ５ 年 以 下
５ 年 超 ７ 年 以 下
７ 年 超 １ ０ 年 以 下
１ ０ 年 超
期 間 の 定 め の な い も の
残 存 期 間 別 合 計

197,210
2,500

199,710
3,238
1,412
249
311

10,510
609
258

1,404
7,632
67,276
26,807
817
855
307

2,464
1,830
387

3,689
5,039
30,998
31,384
2,225

199,710
33,847
29,781
13,454
16,348
36,351
54,631
15,295
199,710

106,218
－

106,218
3,238
1,412
249
311

10,510
509
249

1,252
7,632
2,499
26,807
817
855
306

2,464
1,818
387

3,689
5,039
4,782
31,384

－
106,218
12,544
6,681
8,454
13,748
17,551
47,015
222

106,218

26,416
2,500
28,916

－
－
－
－
－

100
－

100
－

2,500
－
－
－
－
－
－
－
－
－

26,216
－
－

28,916
3,300
4,600
5,000
2,600
5,800
7,616

－
28,916

392
－

392
6
1
－

143
47
－
－
－
12
－
72
－
－
22
－
0
－
39
7
－
40
－

392

4年度 4年度 4年度 4年度
205,598
2,500

208,098
3,328
1,318
182
374

11,509
502
255

1,513
7,922
72,253
27,395
883
926
293

2,737
2,082
374

3,917
4,150
33,262
30,436
2,478

208,098
50,137
31,491
12,281
11,608
34,103
54,994
13,481
208,098

106,546
－

106,546
3,328
1,318
182
374

11,509
402
245

1,361
7,922
1,772
27,395
883
926
292

2,737
2,070
374

3,917
4,150
4,945
30,436

－
106,546
11,664
7,090
8,781
7,808
23,603
47,377
219

106,546

28,517
2,500
31,017

－
－
－
－
－

100
－

100
－

2,500
－
－
－
－
－
－
－
－
－

28,317
－
－

31,017
4,699
6,900
3,500
3,800
4,500
7,616

－
31,017

794
－

794
0
1
0

214
7
－
－
－
22
－

334
－
－
24
0
76
－
65
－
－
45
－

794

（単位：百万円）■自己資本の充実度に関する事項

イ．信用リスクアセット･所要自己資本の額合計 
　　①標準的手法が適用されるポートフォリオ毎のエクスポージャー
　　　　（　）ソブリン向け
　　　　（　）金融機関向け
　　　　（　）法人等向け
　　　　（　）中小企業・個人向け
　　　　（　）抵当権付住宅ローン
　　　　（　）不動産取得等事業者向け
　　　　（　）三月以上延滞等
　　　　上記以外
　　②証券化エクスポージャー
　　③リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー
　　　　ルック・スルー方式
　　④経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額
　　⑤他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る
　　　経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額
　　⑥ＣＶＡリスク相当額を８％で除して得た額
　　⑦中央清算機関関連エクスポージャー
ロ．オペレーショナル・リスク
ハ．単体総所要自己資本額

（注） １．所要自己資本の額＝リスクアセット×４%
　　 ２．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフバランス取引及び派生商品取引の与信相当額です。
　　 ３．「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、地方公共団体、我が国の政府関係機関、土地開発公社、地方住宅供給公社、地方道路公社、外国の中央政府以外の

公共部門（当該国内においてソブリン扱いになっているもの）、国際開発銀行、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州共同体、信用保証協
会及び漁業信用基金協会のことです。

　　 ４．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「ソブリン向け」、
「金融機関向け」、「法人等向け」においてリスク・ウェイトが１５０％になったエクスポージャーのことです。

　　 ５．オペレーショナルリスクは、当金庫は基礎的手法を採用しています。

＜オペレーショナル・リスク（基礎的手法）の算定方法＞ 粗利益（直近3年間のうち正の値の合計額）×15％
直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数

÷ 8%

《自己資本の充実度に関する評価方法の概要》

（注） １. オフバランス取引は、デリバティブ取引を除く。
 ２. 「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌月から三月以上延滞しているエクスポージャーのことです。
 ３. 上記の｢その他」は、業種区分に分類することが困難なエクスポージャーです。具体的には現金、有価証券（債券除く）、未決済為替貸が含まれ
 　　ます。
 4. 信用リスクエクスポージャー期末残高は、内訳の区分と必ずしも一致しません。

3,157
3,033

－
453
362
778
40

1,060
6

331
－

121
121
0

－

3
0

201
3,359

 ６．単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×４％

　当金庫は、これまで内部留保による資本の積上げ等を行うことにより自己資本を充実させ、経営の健全性・安全性を充分保っております。なお、将来の自己資本の充
実策については、年度ごとに掲げる収支計画に基づいた業務推進を通じ、そこから得られる利益による資本の積上げを第一義的な施策として考えております。

所要自己資本額リスク・アセット
令和4年度

所要自己資本額リスク・アセット
令和5年度

79,699
75,469

－
12,974
8,878
18,596
826

27,024
234

6,935
－

2,644
2,644
1,499

－

86
0

5,110
84,810

3,187
3,018

－
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355
743
33

1,080
9

277
－

105
105
59

－

3
0

204
3,392

78,947
75,829

－
11,334
9,054
19,451
1,021
26,503
166

8,296
－

3,036
3,036

0

－
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0

5,047
83,995
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（単位：百万円）

目的使用 その他
当期減少額

期末残高期首残高 当期増加額
目的使用 その他
当期減少額

期末残高期首残高 当期増加額

 ■一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

（単位：百万円）■業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高
個別貸倒引当金
期中の増減額期首残高 期末残高 貸出金償却

5年度 5年度 5年度 5年度4年度 4年度 4年度 4年度

（注）1. 格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。
　　2. エクスポージャーは信用リスク削減手法適用後のリスクウエイトに区分しています。

（単位：百万円）■リスク・ウェイト区分ごとのエクスポージャーの額等
エクスポージャーの額

令和5年度告示で定める
リスク･ウェイト区分（％）

格付適用有り 格付適用無し
令和4年度

格付適用有り 格付適用無し

《信用リスクに関する項目》
①リスク管理の方針及び手続の概要

（注）１．当金庫は国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。
 ２．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

令和4年度 令和5年度

信用リスクとは、企業及び個人への貸出金が業況悪化などから約定どおりに返済されず、回収不能となり、当金庫が損失を被るリスクのこと
です。当金庫では、貸出資産の健全化を目指して審査部門と営業推進部門を分離し、厳格な審査体制を執っています。また大口融資について
は、融資担当者以外も参加する融資審査会を設け、より厳格な審査体制により万全を期しています。信用リスクの評価につきましては、当金
庫では厳格な自己査定を実施しております。以上、一連の信用リスク管理の状況につきましては、ALM委員会やリスク管理会議で協議検討を
行うとともに、必要に応じて常勤理事会といった経営陣に対する報告を行う態勢を構築しております。貸倒引当金は、「自己査定基準・マニ
ュアル」に基づき、自己査定における債務者区分ごとに計算された予想損失率を基に算定するとともに、その結果については監査法人の監査
を受けるなど、適正な計上に努めております。
②リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関
　リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は以下の4つの機関を採用しています。なお、エクスポージャーの種類ごとに適格格付機関の
　使い分けは行っておりません。
　・R&I（株式会社格付投資情報センター）・Moody's（ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク）
　・JCR（株式会社日本格付研究所）　　  ・S&P（スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービシズ）
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－
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－
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－
－
－
－
－

28,469
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56,742
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－
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－
－
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－
－
－
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－
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－
－
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－
－
6

248

31
－
1

128
36
－
11
－
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－
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－
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－
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－
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－
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－
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－
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－
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  0％
10％
20％
35％
50％
75％
100％
150％
250％
その他
計
合計 199,511208,098

製 造 業
農 業 、 林 業
漁 業
鉱業、採石業、砂利採取業
建 設 業
電気・ガス・熱供給・水道業
情 報 通 信 業
運 輸 業 、 郵 便 業
卸 売 業 、 小 売 業
金 融 業 ・ 保 険 業
不 動 産 業
物 品 賃 貸 業
学術研究、専門・技術サービス業
宿 泊 業
飲 食 業
生活関連サービス業、娯楽業
教 育 、 学 習 支 援 業
医 療 、 福 祉
そ の 他 の サ ー ビ ス
国 ・ 地 方 公 共 団 体 等
個 人
合 計

個 別 貸 倒 引 当 金

合　　　　　　　　　計

一 般 貸 倒 引 当 金 164

778

943

102

381

483

－

248

248

164

530

694

102

381

483

122

964

1,086

164

778

943

－

47

47

122

916

1,039

164

778

943

エクスポージャー区分

業種区分
期間区分

信用リスクエクスポージャー期末残高
貸出金、コミットメント及び
その他のデリバティブ以外の
オ フ・バ ラ ン ス 取 引

債　　　券

三月以上延滞
エクスポージャー

5年度 5年度 5年度 5年度

（単位：百万円）■信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高＜地域別、業種別及び残存期間別＞
信用リスクに関する事項（証券化エクスポージャーを除く）

国内
国外

地域別合計
製 造 業
農 業 、 林 業
漁 業
鉱 業 、 採 石 業 、 砂 利 採 取 業
建 設 業
電気・ｶ ﾞ ｽ・熱供給・水道業
情 報 通 信 業
運 輸 業 、 郵 便 業
卸 売 業 、 小 売 業
金 融 ・ 保 険 業
不 動 産 業
物 品 賃 貸 業
学術研究、専門・技術サービス業
宿 泊 業
飲 食 業
生 活 関 連 サ ー ビ ス 、 娯 楽 業
教 育 、 学 習 支 援 業
医 療 、 福 祉
そ の 他 の サ ー ビ ス
国 ・ 地 方 公 共 団 体 等
個 人
そ の 他
業 種 別 合 計
１ 年 以 下
１ 年 超 ３ 年 以 下
３ 年 超 ５ 年 以 下
５ 年 超 ７ 年 以 下
７ 年 超 １ ０ 年 以 下
１ ０ 年 超
期 間 の 定 め の な い も の
残 存 期 間 別 合 計

197,210
2,500

199,710
3,238
1,412
249
311

10,510
609
258

1,404
7,632
67,276
26,807
817
855
307

2,464
1,830
387

3,689
5,039
30,998
31,384
2,225

199,710
33,847
29,781
13,454
16,348
36,351
54,631
15,295
199,710

106,218
－

106,218
3,238
1,412
249
311

10,510
509
249

1,252
7,632
2,499
26,807
817
855
306

2,464
1,818
387

3,689
5,039
4,782
31,384

－
106,218
12,544
6,681
8,454
13,748
17,551
47,015
222

106,218

26,416
2,500
28,916

－
－
－
－
－

100
－

100
－

2,500
－
－
－
－
－
－
－
－
－

26,216
－
－

28,916
3,300
4,600
5,000
2,600
5,800
7,616

－
28,916

392
－

392
6
1
－

143
47
－
－
－
12
－
72
－
－
22
－
0
－
39
7
－
40
－

392

4年度 4年度 4年度 4年度
205,598
2,500

208,098
3,328
1,318
182
374

11,509
502
255

1,513
7,922
72,253
27,395
883
926
293

2,737
2,082
374

3,917
4,150
33,262
30,436
2,478

208,098
50,137
31,491
12,281
11,608
34,103
54,994
13,481
208,098

106,546
－

106,546
3,328
1,318
182
374

11,509
402
245

1,361
7,922
1,772
27,395
883
926
292

2,737
2,070
374

3,917
4,150
4,945
30,436

－
106,546
11,664
7,090
8,781
7,808
23,603
47,377
219

106,546

28,517
2,500
31,017

－
－
－
－
－

100
－

100
－

2,500
－
－
－
－
－
－
－
－
－

28,317
－
－

31,017
4,699
6,900
3,500
3,800
4,500
7,616

－
31,017

794
－

794
0
1
0

214
7
－
－
－
22
－

334
－
－
24
0
76
－
65
－
－
45
－

794

（単位：百万円）■自己資本の充実度に関する事項

イ．信用リスクアセット･所要自己資本の額合計 
　　①標準的手法が適用されるポートフォリオ毎のエクスポージャー
　　　　（　）ソブリン向け
　　　　（　）金融機関向け
　　　　（　）法人等向け
　　　　（　）中小企業・個人向け
　　　　（　）抵当権付住宅ローン
　　　　（　）不動産取得等事業者向け
　　　　（　）三月以上延滞等
　　　　上記以外
　　②証券化エクスポージャー
　　③リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー
　　　　ルック・スルー方式
　　④経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額
　　⑤他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る
　　　経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額
　　⑥ＣＶＡリスク相当額を８％で除して得た額
　　⑦中央清算機関関連エクスポージャー
ロ．オペレーショナル・リスク
ハ．単体総所要自己資本額

（注） １．所要自己資本の額＝リスクアセット×４%
　　 ２．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフバランス取引及び派生商品取引の与信相当額です。
　　 ３．「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、地方公共団体、我が国の政府関係機関、土地開発公社、地方住宅供給公社、地方道路公社、外国の中央政府以外の

公共部門（当該国内においてソブリン扱いになっているもの）、国際開発銀行、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州共同体、信用保証協
会及び漁業信用基金協会のことです。

　　 ４．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「ソブリン向け」、
「金融機関向け」、「法人等向け」においてリスク・ウェイトが１５０％になったエクスポージャーのことです。

　　 ５．オペレーショナルリスクは、当金庫は基礎的手法を採用しています。

＜オペレーショナル・リスク（基礎的手法）の算定方法＞ 粗利益（直近3年間のうち正の値の合計額）×15％
直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数

÷ 8%

《自己資本の充実度に関する評価方法の概要》

（注） １. オフバランス取引は、デリバティブ取引を除く。
 ２. 「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌月から三月以上延滞しているエクスポージャーのことです。
 ３. 上記の｢その他」は、業種区分に分類することが困難なエクスポージャーです。具体的には現金、有価証券（債券除く）、未決済為替貸が含まれ
 　　ます。
 4. 信用リスクエクスポージャー期末残高は、内訳の区分と必ずしも一致しません。
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 ６．単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×４％

　当金庫は、これまで内部留保による資本の積上げ等を行うことにより自己資本を充実させ、経営の健全性・安全性を充分保っております。なお、将来の自己資本の充
実策については、年度ごとに掲げる収支計画に基づいた業務推進を通じ、そこから得られる利益による資本の積上げを第一義的な施策として考えております。

所要自己資本額リスク・アセット
令和4年度

所要自己資本額リスク・アセット
令和5年度

79,699
75,469

－
12,974
8,878
18,596
826

27,024
234

6,935
－

2,644
2,644
1,499

－
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信用リスク削減手法
ポートフォリオ

保　　証適格金融資産担保
令和5年度 令和5年度令和4年度 令和4年度

（単位：百万円）■信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー 1,313 30,8781,464 29,647

（注）当金庫は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。

■証券化エクスポージャーに関する事項…該当ありません

■派生商品取引の取引相手のリスクに関する事項…該当ありません

《派生商品取引及び長期決済機関取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続きの概要》

信用リスク削減手法とは、金庫が抱えている信用リスクを軽減化するための措置をいい、具体的には、預金担保、有価証
券担保、保証などが該当します。当金庫では、融資の取上げに際し、資金使途、返済原資、財務内容、事業環境、経営者
の資質など、さまざまな角度から可否の判断をしており、担保や保証による保全措置は、あくまでも補完的な位置付けと
して認識しております。したがって、担保又は保証に過度に依存しないような融資の取上げ姿勢に、徹しております。た
だし、与信審査の結果、担保又は保証が必要な場合には、お客さまへの十分な説明とご理解をいただいた上で、ご契約を
いただくなど適切な取扱に努めております。当金庫が扱う担保には、自金庫預金積金、有価証券、不動産等、保証には、
人的保証、信用保証協会保証、政府関係機関保証、民間保証等がありますが、その手続きについては、金庫が定める「事
務取扱要領」及び「担保評価基準」等により、適切な事務取扱及び適正な評価を行っております。また、割引手形、手形
貸付、証書貸付、当座貸越、債務保証、外国為替等に関して、お客さまが期限の利益を失われた場合には、当該与信取引
の範囲内において、預金相殺を用いる場合があります。この際、信用リスク削減方策の一つとして、金庫が定める「事務
取扱要領」や各種約定書等に基づき、法的に有効である旨確認の上、事前の通知や諸手続きを省略して払戻充当いたしま
す。なお、バーゼルⅢで定められている信用リスク削減手法には、適格担保として自金庫預金積金、保証等が該当します。
そのうち保証に関する信用度の評価については、「住宅金融支援機構保証」（政府保証と同様）そして「一般社団法人し
んきん保証基金保証」については当庫が採用している適格格付機関が付与している格付により判定をしております。又、
信用リスク削減手法の適用に伴う信用リスクの集中に関しては、特に業種やエクスポージャーの種類に偏ることなく分散
されております。

《信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続きの概要》

当金庫においては、派生商品取引及び長期決済期間取引は行っておらず、これらの取引の取引相手方のリスクに関するリ
スク管理の方針及び手続きの概要についての取り決め等は行っておりません。

《証券化エクスポージャーに関する事項》
①リスク管理の方針及び手続きの概要
　当金庫における証券化取引の役割としては、投資家並びにオリジネーターがあります。投資業務については、有価証券投
資の一環として捉え、リスクの認識については市場動向、裏付け資産の状況、時価評価及び適格格付機関が付与する格付情
報などにより把握するとともに、必要に応じてALM委員会、リスク管理会議に諮り、適切なリスク管理に努めています。
一方、オリジネーター業務については、中小企業者の資金調達の一手段としての位置付けと捉えています。現時点ではオリ
ジネーターとしての役割は実施しておりません。
②証券化エクスポージャーについて、信用リスク・アセットの額の算出に使用する方式の名称
　当金庫は標準的手法を採用しております。
③証券化取引に関する会計方針
　当該取引に係る会計処理については、当金庫が定める「有価証券の会計処理基準」及び日本公認会計士協会の「金融商品
会計に関する実務指針」に従った、適正な処理を行っております。
④証券化エクスポージャーの種類毎のリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関の名称
　リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は以下の4つの機関を採用しています。なお、適格格付機関の使い分け
は行っておりません。
　・R&I（株式会社格付投資情報センター）　　・Moody's（ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク）
　・JCR（株式会社日本格付研究所）　　　　 ・S&P（スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービシズ）
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《銀行勘定における出資その他これに類するエクスポージャー
　又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要》

上場株式、上場優先出資証券、株式関連投資信託等にかかるリスクの認識については、時価評価及びBPVによるリスク計
測によって把握するとともに、当金庫の抱える市場リスクの状況等について、定期的に実施するALM委員会等に報告する
とともにリスク管理会議（常勤理事会）で、報告を行っております。一方、非上場株式等、上記以外についても、その状
況について、適宜、経営陣へ報告を行うなど、適切なリスク管理に努めております。なお、当該取引にかかる会計処理に
ついては、当金庫が定める「有価証券の会計処理基準」及び日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に
従った、適正な処理を行っております。

出資等エクスポージャーに関する事項

（単位：百万円）

■出資等エクスポージャーに関する事項

リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項

ルック・スルー方式を適用するエクスポージャー

マンデート方式を適用するエクスポージャー

蓋然性方式（250％）を適用するエクスポージャー

蓋然性方式（400％）を適用するエクスポージャー

フォールバック方式（1250％）を適用するエクスポージャー

①貸借対照表計上額及び時価等

②出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額

③貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額

上場株式等

非上場株式等

合　　　　計

貸借対照表
計上額 時　価

区　　分
貸借対照表
計上額 時　価

令和5年度

（単位：百万円）

（単位：百万円）

売却益

売却損

償　却

令和5年度

評価損益 57

令和5年度

令和5年度

④貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額 （単位：百万円）

（単位：百万円）

評価損益 －

（注）損益計算書における損益の額を記載しております

309

1150

1,459

309

－

309

－

－

－

令和4年度

令和4年度

49

令和4年度

令和4年度

－

302

858

1,161

302

－

302

0

－

－

15,46015,161

令和4年度 令和5年度

信用リスク削減手法
ポートフォリオ

保　　証適格金融資産担保
令和5年度 令和5年度令和4年度 令和4年度

（単位：百万円）■信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー 1,313 30,8781,464 29,647

（注）当金庫は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。

■証券化エクスポージャーに関する事項…該当ありません

■派生商品取引の取引相手のリスクに関する事項…該当ありません

《派生商品取引及び長期決済機関取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続きの概要》

信用リスク削減手法とは、金庫が抱えている信用リスクを軽減化するための措置をいい、具体的には、預金担保、有価証
券担保、保証などが該当します。当金庫では、融資の取上げに際し、資金使途、返済原資、財務内容、事業環境、経営者
の資質など、さまざまな角度から可否の判断をしており、担保や保証による保全措置は、あくまでも補完的な位置付けと
して認識しております。したがって、担保又は保証に過度に依存しないような融資の取上げ姿勢に、徹しております。た
だし、与信審査の結果、担保又は保証が必要な場合には、お客さまへの十分な説明とご理解をいただいた上で、ご契約を
いただくなど適切な取扱に努めております。当金庫が扱う担保には、自金庫預金積金、有価証券、不動産等、保証には、
人的保証、信用保証協会保証、政府関係機関保証、民間保証等がありますが、その手続きについては、金庫が定める「事
務取扱要領」及び「担保評価基準」等により、適切な事務取扱及び適正な評価を行っております。また、割引手形、手形
貸付、証書貸付、当座貸越、債務保証、外国為替等に関して、お客さまが期限の利益を失われた場合には、当該与信取引
の範囲内において、預金相殺を用いる場合があります。この際、信用リスク削減方策の一つとして、金庫が定める「事務
取扱要領」や各種約定書等に基づき、法的に有効である旨確認の上、事前の通知や諸手続きを省略して払戻充当いたしま
す。なお、バーゼルⅢで定められている信用リスク削減手法には、適格担保として自金庫預金積金、保証等が該当します。
そのうち保証に関する信用度の評価については、「住宅金融支援機構保証」（政府保証と同様）そして「一般社団法人し
んきん保証基金保証」については当庫が採用している適格格付機関が付与している格付により判定をしております。又、
信用リスク削減手法の適用に伴う信用リスクの集中に関しては、特に業種やエクスポージャーの種類に偏ることなく分散
されております。

《信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続きの概要》

当金庫においては、派生商品取引及び長期決済期間取引は行っておらず、これらの取引の取引相手方のリスクに関するリ
スク管理の方針及び手続きの概要についての取り決め等は行っておりません。

《証券化エクスポージャーに関する事項》
①リスク管理の方針及び手続きの概要
　当金庫における証券化取引の役割としては、投資家並びにオリジネーターがあります。投資業務については、有価証券投
資の一環として捉え、リスクの認識については市場動向、裏付け資産の状況、時価評価及び適格格付機関が付与する格付情
報などにより把握するとともに、必要に応じてALM委員会、リスク管理会議に諮り、適切なリスク管理に努めています。
一方、オリジネーター業務については、中小企業者の資金調達の一手段としての位置付けと捉えています。現時点ではオリ
ジネーターとしての役割は実施しておりません。
②証券化エクスポージャーについて、信用リスク・アセットの額の算出に使用する方式の名称
　当金庫は標準的手法を採用しております。
③証券化取引に関する会計方針
　当該取引に係る会計処理については、当金庫が定める「有価証券の会計処理基準」及び日本公認会計士協会の「金融商品
会計に関する実務指針」に従った、適正な処理を行っております。
④証券化エクスポージャーの種類毎のリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関の名称
　リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は以下の4つの機関を採用しています。なお、適格格付機関の使い分け
は行っておりません。
　・R&I（株式会社格付投資情報センター）　　・Moody's（ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク）
　・JCR（株式会社日本格付研究所）　　　　 ・S&P（スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービシズ）
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金利リスクに関する事項
（単位：百万円）

*ΔEVEとは、金利ショックに対する経済的価値の減少額として計測されるものであって、開示告示に定められた金利ショックにより計算される
ものをいいます。
*ΔNIIとは、金利ショックに対する算出基準日から12ヶ月を経過する日までの間の金利収益の減少額として計測されるものであって、開示告示
に定められた金利ショックにより計算されるものをいいます。

（注１）金利リスクの算定手法の概要等は、「定性的な開示事項」の項目に記載しております。

上方パラレルシフト

下方パラレルシフト

スティープ化

フラット化

短期金利上昇

短期金利低下

最大値

自己資本額

令和5年度
4,493

－

3,422

4,493

8,277

4,585

－

3,311

4,585

8,575

1

4

4

29

－

29

令和4年度 令和5年度令和4年度
ΔEVE ΔNII

《銀行勘定における金利リスクに関する事項》
①リスク管理の方針及び手続の概要

②金利リスクの算定方法の概要

(1)リスク管理及び計測の対象とする金利リスクの考え方及び範囲に関する説明
　　　銀行勘定の金利リスクとは、金利が変動することによって、保有する資産や負債等の価値（現在価値）や、貸出金や
借入金の金利差などから得られる将来収益（金利収益）が変動するリスクをいいます。当金庫では、市場金利の変動が
経営に与える影響の重大性を認識し、適切なリスクコントロールを図ることを基本方針としております。金利リスクは、
当金庫の全ての金利感応資産・負債を対象として管理しており、重要性を踏まえて金利リスクを計測しております。こ
れら金利リスクの計測については、ΔEVE（金利変動に伴う経済価値の変化量）、ΔNII（金利変動に伴う純金利収入の
変化量）、VaR（バリュー・アットリスク）といった金利リスク指標を用いております。

(2)リスク管理及びリスク削減の方針に関する説明並びにヘッジ等金利リスクの削減手法に関する説明
　　　管理指標としては、金利変動による経済価値変化の指標であるΔEVE及び期間損益変化の指標であるΔNIIを複数の金
利ストレスシナリオに基づき算出しており、総務部が月次でリスク管理会議及びALM委員会に報告しております。Δ
EVEについては、自己資本に占める割合等を勘案しながら、詳細に議論のうえ、削減のための各種施策及びコントロー
ルについての検討を行っています。

(3)金利リスク計測の頻度
　　　銀行勘定全体の経済価値変動リスクについては月末日を基準日として月次で、有価証券の時価変動リスクについては
前営業日を基準日として日次で計測しています。

(1)開示告示に基づく定量的開示の対象となるΔEVE並びに信用金庫がこれらに追加して自ら開示を行う金利リスクに関す
る事項

(2)当金庫が、自己資本の充実度の評価、ストレステスト、リスク管理、収益管理、経営上の判断その他の目的で、開示告
示に基づく定量的開示の対象となるΔEVE及びΔNII以外の金利リスクを計測している場合における、当該金利リスクに
関する事項

●VaRで計測されるリスク量が、金庫で半期毎に設定するリスク・リミットの範囲内に収まっているかどうかをモニタ
リングしております。その他、BPV等の金利リスク管理指標、金利変動が期間損益や自己資本比率に与える影響等も
モニタリングしており、モニタリング結果については、総務部が月次でリスク管理会議及びALM委員会に報告して
おります。
●自己資本の充実度の評価やストレステストの実施にあたり、過去のストレス事象発生時や、過去一定期間における金
利上昇幅を参考に、当金庫の金利リスクの影響を定期的に検証しております。

流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期
流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期
流動性預金への満期の割当て方法及びその前提
固定金利貸出の期限前返済に関する前提

1.25年
3年
金融庁が定める保守的な前提
金融庁が定める保守的な前提

複数の通貨の集計方法及びその前提
通貨別に算出した金利リスクの正値のみ合算し、
通貨間の相関は考慮しておりません。
該当事項はありません。内部モデルの使用等、ΔEVE及びΔNI Iに重大な影響を及ぼすその他の前提

定期預金の早期解約に関する前提 金融庁が定める保守的な前提
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